
（別紙） 

大分市省エネ家電購入促進事業及び大分市宅配ボックス設置助成事業に係る申請受付等業務委託 

公募型プロポーザル 審査基準 

  

令和８年３月２３日  

  

１ 審査方法 

審査の前に、1 者 20 分間以内で各企画提案者からのプレゼンテーションを受け、その後質疑応答を

行い、各企画提案者退出後に 1 件ごとの審査を行う。 

（1） 審査員ごとに採点し、審査員ごとに参加者の順位を付ける。 

（2） （1）で「1 位」の数が最も多い者を契約候補者とする。 

（3） （2）で「1 位」の数が同数の場合は、（1）の採点結果の平均点を算出し、その点数が最も高いも

のを契約候補者とする。 

（4） （3）で平均点が同点の場合、選定委員会で審議の上、契約候補者を特定する。 

（5） 各選定委員による評価の合計点の平均点が 60 点未満の場合は、当該企画提案書を契約候補者とし

て選定しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 

審査の項目 審査の視点 配点 

1 
業務に対する理解度・ 

企画提案力・責任感 
① 

事業目的や業務内容等を十分に理解の上、企画提案が行わ

れているか。 
10 点 

2 業務実施体制等 

② 

本業務の受託者として十分な専門的知識やノウハウ、企画

力等を有し、業務を効果的・効率的に行うことができる能

力及び体制を有しているか。 

5 点 

③ 

事業者や利用者等からの問合せ・申請に対して的確かつ迅

速に対応・審査できる体制が確保されているか。 

また、緊急時の対応が可能な体制であるか。 

10 点 

2 

業務の実施方法等の提案 

 

（1）共通 

④ 

各申請に対し、受付・審査・交付事務等を円滑かつ適切に

行うことができる実施方法及び専用サイトが構築され、適

切な維持管理が見込まれるか。 

10 点 

⑤ 
事務処理のチェック体制、不正交付申請等を防止する対

策、トラブル防止策等が十分に講じられているか。 
10 点 

⑥ 

各種申請において、予算を適切に管理するとともに、予算

執行状況や予算到達に関してわかりやすく効果的に周知す

る方法が提案されているか。 

5 点 

（2）店舗値引き方式に 

  関すること 

（エアコン・冷蔵庫） 

⑦ 
申請受付・審査体制、専用サイトの運用、予算管理等が具

体的で実効性があるか。 
10 点 

⑧ 
登録電器店との連携及び運営体制は円滑な実施が見込まれ

るか。  
5 点 



（3）ポイント等の交付 

に関すること

（LED、宅配ボックス） 

⑨ 

市民支援の観点を踏まえ、ポイント等交付申請の方法（様

式や手順など）について、簡便かつ確実性のあるものとな

っているか。また、交付するポイント等は汎用性の高いも

の（ポイント種別、種類数等）となっているか。 

5 点 

⑩ 
ポイント交換未完了者を特定し、交換期限到来前に連絡を

行うなど、未交換を防ぐ対応がとられているか。 
5 点 

（4）広報・周知 ⑪ 

市民や関係事業者（家電販売店等）に対し、本事業の内容

や参加条件等をわかりやすく明確に伝えるための周知の手

法が提案されているか。 

また、省エネ家電の普及につながる効果的な広報か。 

5 点 

（5）セキュリティ等 ⑫ 

本業務の実施に当たり取得した利用者及び店舗等に関する

情報について適正に取り扱うことができるか。 

また、業務運営に係るシステムについて、不正アクセス防

止等セキュリティの確保が十分に行われると見込まれる

か。 

5 点 

4 業務経費 

⑬ 
経費配分は業務の目的に照らして適当か。業務経費見積額

の積算内容は、提案業務内容に対して妥当か。 
10 点 

⑭ ポイント等付与額提案額の増加に応じた段階的な加点。 5 点 

合計 100

点 

 

 

※配点の参考値 

評価 5 点満点 10 点満点 

秀 5 点 10 点 

優 4 点 8 点 

良 3 点 6 点 

準良 2 点 4 点 

可 1 点 2 点 

不可 0 点 0 点 

 


